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キャタピラー教習所 

厚生労働省の「建設労働者緊急育成支援事業」 

初の「女性限定 重機オペレーターコース」を11月21日より開催 

～ 建設業の人材確保と育成のための女性限定コース ～ 

 Catブランドの建設機械・ディーゼルエンジン等の販売・サービスを手掛ける日本キャタピラー（本社：東

京都中野区本町、代表職務執行者 社長・CEO：矢口教）の関連会社、キャタピラー教習所株式会社（本

社：神奈川県相模原市、代表取締役社長・山﨑治郎）は、厚生労働省が委託し一般財団法人建設業振興

基金が実施する「建設労働者緊急育成支援事業」の一環として行われる「女性限定 重機オペレーター

コース」を、2016年11月21日（月）より東関東教習センター（千葉県柏市）にて開催します。 

 「建設労働者緊急育成支援事業」とは、建設業界で喫緊の課題となっている人材確保と育成を目的に、

厚生労働省が未就職者などを対象とした職業訓練・就職支援をパッケージで提供する事業です。これま

でも、土木現場や建設現場で活躍する「躯体系技能者コース」「重機オペレーターコース」等は各地で実

施されてきましたが、今回初めて女性限定の重機オペレーターコースが設定されました。 

 当女性限定コースは、建設業経理事務4級特別研修、現場実務に加え、車両系建設機械（整地・運搬・

積込・掘削）運転技能講習、車両系建設機械（解体）運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、

不整地運搬車運転技能講習、玉掛け技能講習、ローラ運転業務に関わる特別教育の資格取得等、建設

現場で即戦力となる人材を育成する3週間のジョブトレーニング（職業訓練）となっています。また、弊社の

女性講師が主となる運転技能講習の実技を担当し、きめ細かい対応で女性重機オペレーター誕生に向

けた資格取得を強力にバックアップします。 

■女性限定 重機オペレーターコースの概要 

・日程： 2016年11月21日(入校式)～12月17日(修了式) 
・科目(取得資格)： 
 ①建設業経理事務士4級 
 ②小型移動式クレーン運転技能講習 
 ③玉掛け技能講習 
 ④車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削） 運転技能講習 
 ⑤車両系建設機械（解体） 運転技能講習 
 ⑥不整地運搬車運転技能講習 
 ⑦ローラーの運転業務に関わる特別教育 
・実施場所： キャタピラー教習所（株） 東関東教習センター  
         （ 〒277-0872 千葉県柏市十余二313） 
・募集定員： 7名程度 
・その他： 女性講師が一部実技講習を担当 
 
詳細は、以下Webサイトをご覧ください。 
 http://www.kensetsu-kikin.or.jp/kunren/ 

女性講師による女性向け講習（イメージ） 
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■日本キャタピラーとは 

 日本キャタピラーは、キャタピラージャパンの100％子会社であるCatディーラ3社（キャタピラー東北

合同会社、キャタピラーイーストジャパン合同会社、キャタピラーウエストジャパン合同会社）並びに

同じく100％子会社3社（キャタピラー・ソリューション・エンジニアリング株式会社、キャタピラー教習所

株式会社、東京レンタル株式会社）を総称するグループ名称であり、グループ各社は、本グループ

ネームを用いて事業を行っています。 

※日本キャタピラーは法人格は有していません 

名    称： 日本キャタピラー 

代 表 者： 矢口 教, 代表職務執行者 社長・CEO 

        -キャタピラー東北合同会社（社長・CEO ） 

        -キャタピラーイーストジャパン合同会社（社長・CEO） 

        -キャタピラーウエストジャパン合同会社（社長・CEO） 

本社所在地： 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー21階 

設    立：   1966年3月 (2013年 日本キャタピラー発足) 

従業員数：  約2,600名 

事業内容：  建設機械及びディーゼルエンジン等の販売、サービス、レンタル 

 

■建設労働者緊急育成支援事業の概要 
 

 建設業における人材の確保、育成が喫急の課題となっていることから、厚生労働省が委託した一般

財団法人建設業振興基金が全国21ヶ所に拠点を設置し、未就職者等を対象とした職業訓練・就職支

援をパッケージで提供する事業です。当事業は、2016年度は1,000名に対し職業訓練を実施、建設業

への就職につなげることを目標としています。【2015年度から5年間の時限措置】 

 

 キャタピラー教習所株式会社は、労働安全衛生法に基づく技能講習等を通じて、様々な業務に必

要な資格の取得をお手伝いしています。 

 

名    称： キャタピラー教習所株式会社 

代 表 者： 山﨑治郎、社長 

本社所在地： 神奈川県相模原市中央区田名3700 

設    立：   1993年１月 

従業員数：  365名 

事業内容：  労働安全衛生法に基づく技能講習、特別教育および安全衛生教育の提供 

■キャタピラー教習所株式会社 


